
椎葉村食育・地産地消推進計画

平成２５年３月
椎 葉 村



目 次

第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の位置づけと期間

第２章 食をめぐる現状と課題

１ 食生活の変化と健康

２ 椎葉村の農林水産業と食文化

３ 地産地消をめぐる現状

第３章 食育・地産地消推進にあたっての基本的な考え方

１ 基本理念

２ 基本的視点

３ 基本的施策

第４章 食育・地産地消の推進に関する具体的な取組

１ 村民運動としての食育・地産地消の推進

２ 地域の食文化と農林業に根ざした食育の推進

３ 家庭、学校、児童館等における子どもの成長に応じた食育の推進

４ 地域における食生活の改善に向けた取り組みの推進

５ 地場産物の積極的な販売・利用の推進

第５章 計画の推進にあたって

１ 推進体制

２ 関係者の役割

３ 計画の進行管理

参考資料

○食事バランスガイド

○椎葉村で生産される主な農林産物の産地と収穫時期



- 1 -

第１章 計画の策定にあたって

「食」は、健康な体と豊かな心をはぐくみ、生きていく力を与えてくれるとともに、楽しみや喜びを与

えてくれます。

しかしながら、豊かさや便利さの中にあった私たちの生活において、食生活の乱れや、生活習慣病の増

加、食の安全性に対する信頼の低下等の問題が生じております。

このような環境の変化を背景に、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむこ

とができるよう、食育を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成17年に「食育基本法」が

施行されました。

「食育基本法」では、食育を国民運動として推進していくため、国民の自発的な運動の展開と、関係者

による協力が期待されており、市町村に対しては、国や都道府県との連携や、その地域の特性を生かした

自主的な施策により、食育を推進していくことが求められております。

これを受け宮崎県においても、平成１８年９月に「宮崎県食育推進計画」が策定され、平成２３年３月

には新たな食育推進計画及び地産地消推進計画として、「宮崎県食育・地産地消推進計画」が策定されま

した。

椎葉村ではこれまでも、行政はもとより様々な団体、地域、事業者等が、各々の分野において食育・地

産地消に取り組んでまいりました。今後は、このような取組みを充実しながら引き続き実践していくとと

もに、それぞれの連携を強化し、「食」に関わる全ての人＝村民が一体となって食育・地産地消を推進し

ていくために「椎葉村食育・地産地消推進計画」を策定します。

この計画は、椎葉村の食育・地産地消推進のあり方を明確にするとともに推進の基本的な考え方や具体

的な取組みを示すものであり、村民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に

関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して適切な判断を行う能力を身に付

けることによって、生涯にわたり心身の健康を増進する健全な食生活を実践することができる社会の実現

を目指すものです。

この計画は、食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画として位置づけ、本村の食育・地

産地消に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となるものです。

また、「第５次椎葉村長期総合計画」をはじめとする関連諸計画との整合及び連携を図っていくことと

します。

なお、本計画の期間は平成２４年度から平成２８年度までの５年間としますが、必要に応じ見直しを行

うこととします。

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の位置づけと期間
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第２章 食をめぐる現状と課題

（１）日本人の食生活の変化

我が国の食料消費は、長期的には経済成長に伴う所得の向上等を背景として、量的に拡大するととも

に、食料消費の割合は、主食である米が減少する一方、畜産物、油脂等が増加するなど大きく変化して

います。昭和５０年代中頃には、平均的にみて摂取する栄養素の熱量バランスがほぼ適切で、主食であ

る米を中心に、水産物、畜産物、野菜等多様な副食品から構成されるいわゆる「日本型食生活」が形成

されていました。

しかしながら、近年の食生活を巡っては、量的に飽和状態にある一方、米の消費減少と畜産物、油脂

の消費増加が続き、供給バランスの崩れがみられます。

●食料消費の変化（１人１日当り：供給熱量ベース）

資料：農林水産省「食料需給表」

１ 食生活の変化と健康

第２章 食をめぐる現状と課題
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第２章 食をめぐる現状と課題

（２）食べ残しや食品の廃棄

飽食ともいわれる中で、食べ残しや賞味期限切れなどに伴う廃棄等が食品産業、家庭で発生していま

す。これを国民一人当り供給熱量と摂取熱量の差として捉えると、その差は拡大傾向にあります。

世界には約８億４千万人にのぼる栄養不足人口が存在する中、我が国は世界最大の食料純輸入国であ

る一方で、大量の食べ残し・廃棄が発生しており、資源の消費・環境への負担の増大などが課題となっ

ています。

●世帯員構成別の食品ロス率

資料：農林水産省「食品ロス統計調査」（平成21年度調査）

●食卓に出した料理を食べ残した理由

資料：農林水産省「食品ロス統計調査」（平成21年度調査）
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（３）食事の乱れ

朝食の欠食率については、男女ともに２０歳代が最も高く、次いで３０歳代が高くなっています。子

どもについても、朝食の欠食は増加傾向にあります。

朝食の欠食は、午前中のエネルギー供給が不十分となり、体調不良や集中力の低下をまねくなど問題

点が多く指摘されています。また、家族で楽しく食卓を囲む機会が少なくなりつつあり、子どもたちの

「孤食」や、家族一緒の食卓で別々の料理を食べる「個食」が増えています。

食事の内容についても、海外からの食料輸入の増加に加え、食の外部化や生活様式の多様化が進展し、

脂質の摂りすぎ等の栄養バランスの偏りが問題となっています。

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成21年）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成21年）

第２章 食をめぐる現状と課題
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第２章 食をめぐる現状と課題

●朝食の摂取が学力にもたらす影響（テストの正解率）

（注）国語A、算数・数学Aは主として「知識」に関する問題。

国語B、算数・数学Bは主として「活用」に関する問題。

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」（平成22年）

●村内小中学生の状況（平成２１年）

資料：椎葉村学校保健会

●いろんな「こしょく」

＊「孤食」家族が不在で食卓でひとりで食べること。 ＊「小食」いつも食欲がなく食べる量が少ないこと。

＊「個食」家族がバラバラに好みの料理を食べること。 ＊「粉食」パンや麺などの粉製品を多く食べること。

＊「固食」決まった好きなものしか食べないこと。 ＊「濃食」味の濃いものを好んで食べること。
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（４）生活習慣病の予防

平成２２年度の特定健康診査の結果によると、受診者６４３人の内、メタボリックシンドロームと判

定された人は９９人（１５．４％）、メタボリックシンドローム予備軍と判定された人は９８人（１５．

２％）でした。

●メタボリックシンドローム予備群・該当者とは

また、受診者６４３人の内、高血圧・糖尿病・脂質異常症に関する検査結果において、受診勧奨レベ

ルの者は、高血圧受診勧奨者が８６人（２３．１％）、糖尿病受診勧奨者が６人（１．６％）、脂質異

常症受診勧奨者が１２６人（３３．８％）でした。

生活習慣病は、暴飲・暴食、運動不足、喫煙などの生活習慣が大きく関係しています。特に毎日の食

事に留意することで、生活習慣病を予防することが出来ます。

特定健康診査を受診したら、特定健康診査結果説明会を開催しています。健診結果の見方や、メタボ

リックシンドロームについてを説明し、食生活で留意することをフードモデル（食事模型）を活用して

わかりやすく説明しています。この説明会は今後も継続していきます。

●特定健診等結果説明会の様子

第２章 食をめぐる現状と課題
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（５）食に関する関心の高まり

食品の不正表示や輸入農産物の残留農薬問題等、消費者の食の安全性に対する関心が高まっています。

食品の安全性が損なわれれば、人々の健康に影響を及ぼし、時には重大な被害を生じさせる恐れがある

ことから、食品の安全性の確保と村民の食に対する知識と正しい理解を深めることが求められています。

●村内の食に関する関心（小中学生保護者：平成２２年）
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第２章 食をめぐる現状と課題
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（１）農林業

① 夏季冷涼な気象を活用した農業の展開

本村は、標高1,000ｍを超える山々に囲まれており、耕地面積が狭小であることから、少ない耕地を

利用し、米作や椎茸・繁殖牛飼育といった複合経営が主となっています。今なお焼き畑農業が継承されて

いる地区もあり、ソバ・ヒエ・アワなどの雑穀類を作付けしている農家もあります。

近年では、夏季冷涼な気象条件を活かした施設野菜、施設花卉などが生産されており、花卉ではトルコ

ギキョウやデルフィニュウム、スイートピー等、野菜ではホウレンソウ・ミニトマトなどが栽培されてい

ます。畜産では、肉用牛の生産をしており、高齢化や後継者不足による影響の中で、飼養戸数が年々減少

する一方、一戸当たりの飼養頭数の規模拡大が進んでいます。しかし、農業者の高齢化は著しく、後継者

・担い手の育成に取り組み、農業全体の振興を図っていくことが求められます。

●椎葉村園芸部会：会員６０名（平成２３年）

椎葉村年度別販売高推移（ＪＡ取扱分）

平成２３年１月３1日現在

年度 米 ﾐﾆﾄﾏﾄ ﾎｳﾚﾝｿｳ 七草ﾊﾟｯｸ 水菜
夏秋ｲﾁ

ｺﾞ
その他野

菜
八菜館 果樹類 ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ ﾕﾘ

ﾃﾞﾙﾌｨﾆｳ
ﾑ

その他花
卉

合計

8年 5,187 17,021 0 1,500 0 0 1,218 0 0 7,525 0 0 4,124 36,575
9年 4,416 18,618 0 2,598 0 0 1,300 0 0 13,856 3,242 0 7,177 51,207
10年 4,360 12,587 7,717 1,798 0 0 1,336 0 0 16,377 7,501 0 10,806 62,482
11年 3,046 10,640 17,577 2,845 0 0 4,148 0 0 21,200 12,867 0 7,174 79,497
12年 3,788 10,101 22,912 3,984 0 0 1,962 0 0 30,352 8,911 0 4,391 86,401
13年 3,226 11,779 29,785 5,443 0 0 1,978 0 0 28,662 3,631 0 4,045 88,549
14年 2,686 14,850 39,272 7,451 197 0 2,191 0 0 32,636 2,433 0 10,503 112,219
15年 3,360 9,437 38,004 8,781 2,753 0 2,573 0 0 18,606 2,102 0 10,495 96,111
16年 1,995 14,990 38,736 12,919 5,926 0 5,569 0 0 15,123 2,837 0 13,765 111,860
17年 606 14,755 28,505 13,635 4,211 0 6,661 0 0 13,269 3,902 0 15,141 100,685
18年 1,681 15,754 29,897 15,034 2,126 5,402 110 14,992 1,138 11,390 5,100 3,661 10,242 116,527
19年 2,805 25,861 20,558 13,040 931 9,141 270 22,431 1,076 16,169 321 8,433 5,489 126,525
20年 2,452 16,490 27,181 11,276 569 8,851 1,882 25,241 970 12,941 95 9,315 5,384 122,647

椎葉村年度別販売高推移（ＪＡ取扱分）
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米

２ 椎葉村の農林水産業と食文化

第２章 食をめぐる現状と課題
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第２章 食をめぐる現状と課題

●椎葉村和牛改良組合：会員数１０６名（平成２３年）
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第２章 食をめぐる現状と課題
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② 豊かな森林資源

本村の森林面積は51,536haで、総面積に占める森林面積の割合は９６％です。急峻な山岳地を多く

抱え、熊本県山都町及び八代市と接する尾向地区一帯は九州中央山地国定公園に指定されています。また、

村北西部を源流として中央部を横断する耳川、大河内地区から南へ一ツ瀬川、栂尾地区から東へ小丸川が

流れており、３つの源流を有しています。

豊かな森林は食べ物と調理の基本となる水を育むだけでなく、森林を活用した特用林産物の生産の場と

なっています。椎葉を育むこの豊かな森林資源を守っていかなければなりません。

●椎葉村椎茸部会：会員数２１６名（平成２３年）

●椎葉村林業研究グループ：会員数５５名（平成２３年）

資料：日向・東郷林産物流通センター共販における平均単価
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（２）食文化

四方を山に囲まれた本村は、厳しい自給自足の山村生活を強いられましたが、山の幸に恵まれ、古く

から様々な料理法や保存法が工夫され伝承されてきました。四季折々の味、四季を通じての味、年中行

事の味など、多くの伝統料理、郷土料理がありますが、食生活の変化に伴い伝統的な味が失われつつあ

ります。

自然の恵みを的確に受け取り生活していくことを、生きた知恵とともに受け継いでいくことが必要と

思われます。

【 伝統料理 】

「 菜 豆 腐 」 「 こんにゃく 」

● 雑穀を使った郷土料理

麦つつみ、あくまき、麦がゆ、稗がゆ、とうきび汁、そまげなど

● 保存食材

干し椎茸、干し竹の子、ゼンマイ、ワラビ、ユリの粉など

● 季節の食材

やまめ、はちみつ、猪肉、川のり、ソバ、くさぎ菜、山菜など

【 食 体 験 】

消費者との交流

菜豆腐作り（しいばツーネット）

小学校でのこんにゃく作り 児童館での食育

第２章 食をめぐる現状と課題
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第２章 食をめぐる現状と課題

椎葉ならではの「食」体験プログラム

椎 葉 な ら で は の 自 然 と 文 化 を 活 用 し て 、 椎 葉 を 再 発 見 し 伝 統 文 化 を 継 承 し て い

く 。 ま た 、 都 市 と の 交 流 を 促 進 し 、 農 林 水 産 物 の 消 費 促 進 す る こ と で 、 地 域 の 活

性 化 を は か っ て 行 く こ と が 大 切 で す 。

季 節 月 体 験 プ ロ グ ラ ム

○ ヤ マ メ 釣 り （ ～ ９ 月 ）

３ 月 ○ ワ カ サ ギ 漁 （ ～ ４ 月 ）

○ 椎 茸 コ マ 打 ち ※ １ ０ 月 ～ １ １ 月 収 穫

春
４ 月

○ 山 菜 取 り （ ～ ６ 月 ）

○ 春 ま つ り

５ 月
○ 田 植 え ※ １ ０ 月 稲 刈 り

○ 茶 摘 み ・ 釜 炒 り

６ 月
○ イ チ ゴ 収 穫 （ ～ １ ２ 月 ）

○ 梅 干 し ・ 梅 ジ ャ ム ・ 梅 ジ ュ ー ス づ く り

○ ウ ナ ギ 捕 り （ ～ ８ 月 ）

○ カ ブ ト ム シ 捕 り （ ～ ８ 月 ）

夏 ７ 月 ○ 漬 け 物 づ く り （ ～ １ ０ 月 ）

○ 川 遊 び （ ～ ８ 月 ） ※ 川 の ぼ り ・ 釣 り ・ 川 の レ ス ト ラ ン

○ ホ ウ レ ン ソ ウ 収 穫 ・ 出 荷 （ ～ １ １ 月 ）

○ 焼 き 畑 （ 火 入 れ ・ 種 ま き ） ※ １ １ 月 刈 り 入 れ

８ 月 ○ ミ ニ ト マ ト 収 穫 （ ～ ９ 月 ）

○ 地 域 盆 お ど り 等

９ 月
○ コ ン ニ ャ ク づ く り （ ～ １ １ 月 ）

○ 栗 ま ん じ ゅ う づ く り

○ 紅 葉 狩 り （ ～ １ １ 月 ）

１ ０ 月 ○ 柚 子 胡 椒 づ く り （ ～ ２ 月 ）

秋 ○ 椎 葉 の 地 蜜 と り ※ ４ 月 ～ ５ 月 観 察 手 入 れ

○ 樫 の 実 コ ン ニ ャ ク づ く り （ ～ ３ 月 ）

１ １ 月
○ き の こ 狩 り

○ 狩 猟 （ ～ ３ 月 ）

○ 干 し 柿 づ く り ※ １ 月 完 成 し た も の を 発 送

○ 椎 茸 コ マ 打 ち ※ ３ 月 ～ ５ 月 収 穫

１ ２ 月 ○ 神 楽

○ 年 越 し ３ 点 セ ッ ト づ く り （ そ ば ・ 餅 ・ 門 松 ）

冬
○ か き も ち づ く り （ ～ ２ 月 ）

１ 月 ○ み そ 漬 け づ く り （ ～ ２ 月 ）

○ 七 草 パ ッ ク 詰 め

２ 月
○ も ぐ ら 打 ち

○ メ イ プ ル シ ロ ッ プ

○ 郷 土 料 理 ・ 椎 葉 の 食

○ 登 山 ・ ト レ ッ キ ン グ

○ そ ば 打 ち

通 年
○ 菜 豆 腐 づ く り

○ コ ン ニ ャ ク づ く り

○ 猪 ・ 鹿 ・ 鶏 さ ば き

○ 鶴 富 み そ を 使 っ た み そ 饅 頭 づ く り

○ 味 噌 づ く り
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３ 地産地消をめぐる現状

（１）農林水産物直売所の状況

平成１８年８月にオープンした農産物直売所「八菜館しいば店」は、ＪＡ日向が運営主体となり、村

内から会員を募り出荷者協議会を立ち上げ、約１７０名の方が直売所へ商品の出荷を行っています。

（２）学校給食における地場産物の活用状況

村内小中学校の給食では、椎葉産農畜産物を活用しています。

村内の中学校の２月の給食は・・・。

＊粟、大根などが椎葉産 ＊ほうれん草、椎茸などが椎葉産 ＊三十六穀米、きび粉などが椎葉産

＊毎月１６日は「ひむか地産地消の日」です。

中学校では、毎月繰り返し言っているので、「地産地消の日」があることは生徒も知っています。

今日は、その日にちなんで、椎葉牛のメニューです。

椎葉丼は、椎葉牛（この日は椎葉牛の納入が難しく宮崎県産牛でした）と、ほうれんそう、椎茸といった、

椎葉の特産品をメインにしたどんぶりです。

椎茸は、学校でとれた椎茸を使いました(^-^) 参考HP：椎葉中学校「今日の給食」

●２月１５日(火）
粟（あわ）ご飯
もずくスープ
和風おろしハンバーグ
牛乳

●２月１６日(水）
椎葉丼
わかめスープ
千切大根の酢の物
牛乳

●２月１７日(水）
三十六穀ご飯
きび団子汁
サケフライ、キャベツ
牛乳

３ 地産地消をめぐる現状

第２章 食をめぐる現状と課題
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第３章 食育・地産地消推進にあたっての基本的な考え方

食育基本法では、食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基本となるべきものと位置

づけるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を

実践することができる人間を育てること。とされています。

本村では、基本計画となる「第５次椎葉村長期総合計画」により、『夢 生きがい 幸せ かて～りの里・

椎葉』を目指して様々な施策を推進しています。

本計画は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定めるも

ので、この計画に基づき食育の推進を村民運動として展開することにより、村民が生涯にわたって健全な心

身を培い、豊かな人間性を育むことができる社会の実現を目指すことから、本計画における基本理念を次の

とおりとします。

食育を村民運動として展開するために家庭、地域、児童館等、教育機関、農林水産業者、食品関連業者、

その他各関係機関・団体が共通認識の下に目標を掲げ、その達成に向けて取り組むことが必要です。

本計画では、次に掲げる４つの基本的な視点に立って取り組むこととします。

（１）村民一人ひとりが自発的に取り組む村民運動としての食育・地産地消

食を大切にすることは、私たち自信の健康維持や子どもたちの健全な育成のためにたいへん重要なこ

とであり、村民一人ひとりが、食育を自らの問題として認識し、様々な体験活動を通して食について学

び、考え、自ら判断して行動できるようになることが求められます。また、地産地消への取組は、地場

農産物の消費拡大のみならず、教育や文化継承など多様な側面を有しており、食の宝庫みやざきに相応

しい、豊かで健康的な食生活の実現に寄与するものです。

（２）食への感謝「いただきます」「ごちそうさま」の推進

現在、世界では飢餓や栄養不足で苦しんでいる地域がある一方で、我が国では飽食の時代といわれる

中、日常生活において食料が豊富に存在し、「いつ」でも「どこ」でも「何」でも食べることができ、

食べ残しや食品の廃棄を大量に発生させており、食べ物を大切にする心が薄れています。

基本理念

椎葉村民一人一人が食への感謝の念を深め、生涯にわたって豊かな人間性を育み

健康な心と身体づくりを目指します。

１ 基本理念

２ 基本的視点

第３章 食育・地産地消推進にあたっての基本的な考え方
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第３章 食育・地産地消推進にあたっての基本的な考え方

食への感謝の心は、全ての人が食べ物の大切さを知り、動植物の命を継承して自分達が食することを

知り、あわせて動植物を大切にする心を持つことが重要です。

このため、椎葉村の農林水産物を知り、農作物を育ててくれた人や料理を作ってくれた人への感謝の

気持ちを表す「いただきます」、「ごちそうさま」を励行し、食に関する感謝の念や理解促進に努めま

す。

（３）生涯にわたり健全な食生活を実践できる人を育てる食育

ライフスタイルの多様化などに伴って、私たちの食生活が大きく変化する中で、栄養の偏りや不規則

な食事といった問題が生じており、生活習慣病も増加しています。健全な心と身体、そして豊かな人間

性を育むためには、食生活の改善が重要な鍵となります。

このため、生涯にわたって生き生きと暮らせるよう、子どもの時期はもとより、人生の各段階に応じ

た一貫性・継続性のある食育を進めます。

（４）生産者と消費者の相互理解により進める地産地消

消費者と生産者の交流を進め、両者の絆が深まれば、これまで以上に、生産者は安全・安心な確かな

ものづくりに対する責任感が増すとともに、消費者は産地への愛着心や安心感が潔まります。そして、

そのような心のつながりは、地場産品の消費を拡大し、ひいては地元の農林水産業の活性化にもつなが

ります。

このため、食と農の距離を縮めるための取組を推進し、消費者と生産者の信頼を深めるための地産地

消を進めます。

食育基本法の規定及び本計画の基本理念、基本方針を踏まえ、次の５項目を基本的施策とします。

①村民運動としての食育の推進

②地域の食文化と農林業に根ざした食育の推進

③家庭、学校、児童館等における子どもの成長に応じた食育の推進

④地域における食生活の改善に向けた取組の推進

⑤地場産物の積極的な販売・利用の推進

３ 基本的施策
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第４章 食育・地産地消の推進に関する具体的な取組

「いただきます」「ごちそうさま」を合い言葉に、食育・地産地消の普及啓発に努め、村民の自発的な食育

・地産地消運動の展開を図ります。

（具体的な取組）

①食育・地産地消に関する村民の理解促進

・継続的な普及啓発活動の実施

・生涯学習講座等を活用した学習機会の提供

②食育推進運動に取り組む人材の育成

管理栄養士・栄養士や食生活改善推進員、農村女性アドバイザー等を中心に食育にかかわるリーダーを

育成し、食育・地産地消活動の充実を図ります。

③食品の安全性、栄養その他の食生活に関する情報の提供

本村の特色ある食文化の伝承を図るとともに、本村の地域資源を活用した生産者と消費者の交流を推進しま

す。

（具体的な取組）

①本村の食文化の継承と活用

本村では、四季折々の豊富な山の幸、里の恵みに囲まれ、伝統的な行事とともに本村特有の食文化が

形成されてきました。この伝統ある食文化を継承し、活用することを推進します。

・郷土料理、伝統料理教室等の開催による食文化の継承促進

・学校での伝統料理、郷土料理の学習

・伝統料理の普及促進

②本村の地域資源を活用した食育の推進

本村の素晴らしい地域資源を活用して生産者と消費者との交流促進をするとともに教育関係者と連携

した体験活動を推進します。

・グリーンツーリズムの推進

・教育ファーム等の農林漁業体験活動の促進

・農林漁業者による食育の推進

１ 村民運動としての食育・地産地消の推進

２ 地域の食文化と農林業に根ざした食育の推進

第４章 食育・地産地消の推進に関する具体的な取組
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第４章 食育・地産地消の推進に関する具体的な取組

幼児期から食べることの大切さを実感し、望ましい食習慣を身につけることができるよう、家庭と学校、児

童館等が連携しながら子どもの成長・発育段階に応じた食育を推進します。

（具体的な取組）

①家庭における望ましい食習慣の定着促進

家庭では、特に、子どもたちに正しい食習慣を身につけさせるとともに、家族ぐるみで食育を学び、

実践することを推進します。

・早寝・早起き・朝ご飯の促進

・家族そろっての食事の推進

・食について語り、考え、携わることの促進

・地元食材を活かした家庭料理の推進

・家庭の日（毎月第３日曜日）における親子の共感活動の促進

②学校・寮・児童館等における指導体制等の充実

学校・寮・児童館等では、子どもたちに食べ物と健康との関わりについて正しい情報を伝えるように

します。また、給食での地産地消の推進や食文化の伝承を行うとともに、保護者へ食に関する情報提供

を積極的に行います。

・給食による地場産物の利用拡大と食に関する理解促進

・体験活動や給食を活用した学習による感謝の心など豊かな心の醸成

・保護者への食に関する情報提供の推進

栄養や食習慣等に関する食生活の改善に努め、生活習慣病を予防し村民の健康増進を推進します。

（具体的な取組）

①食育に関する人材の育成

地域に密着した食生活改善活動を実施している食生活改善推進員の活動が継続的に展開されるよう、

食生活改善や健康づくり等の知識、技術の習得、地域の食文化の習得を支援するなど人材育成に努めま

す。

②食生活改善活動の推進

生活習慣病予防のための食生活改善の普及啓発や地域住民のニーズにあった栄養改善指導など、地域

で活躍する食生活改善推進員等と連携を図りながら、事業の効果的な推進に努めます。

３ 家庭、学校、児童館等における子どもの成長に応じた食育の推進

４ 地域における食生活の改善に向けた取組の推進
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第４章 食育・地産地消の推進に関する具体的な取組

地場産物の安定的な販売・利用を図るため、学校給食や各種施設等への利用促進や地場産物を利用した加工

品の開発・販売等を推進します。

・村内直売所による消費者との交流促進

・学校給食等における地産地消の推進

・農林漁業体験を通しての地産地消の推進

●食育・地産地消を推進するにあたっての数値目標（H２８年度）

項 目 現況値 目標値

食育の言葉も意味も知っている人の割合 ８０％（H22） ８５％

食育に関心のある人の割合 ４６％（H22) ５５％

自分の適正体重を認識している人の割合 ８９．５%（H21） １００％

食品購入時に原産地や食品表示を意識する人の割合 － ９０％

学校給食における地場産物の使用割合（食材数ベース） ４１％（H22） ４５％

食生活改善推進員数 １９人（H24） ２０人

食育・地産地消に関する講習会等の開催回数 ２４回（H20） ３５回

農林水産業体験学習の開催回数 ８回（H22） １５回

５ 地場産物の積極的な販売・利用の推進
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食育・地産地消に関連する各種施策、事業の取り組み

第５章 計画の推進にあたって

〈 宮崎県 〉 〈 椎葉村 〉 〈 関係者・団体等 〉

宮崎県食育・地産地消推進基本計画 椎葉村食育・地産地消推進基本計画 ・児童生徒の保護者

・福祉保健課 ・教育関係者

・教育課 ・医療、保健関係者

〈 国 〉 ・地域振興課 ・農林漁業者

・農林振興課 ・食品関連事業者

食育基本法 ・その他関係課 ・各種団体、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

食育推進基本計画

１ 推進体制

村民運動として食育・地産地消を推進

家庭、児童館等、学校、寮、地域、職域での食育推進

参加・協力

第５章 計画の推進にあたって
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第５章 計画の推進にあたって

（１）椎葉村の役割

椎葉村食育・地産地消推進計画を策定し、各課において食育・地産地消の推進を行います。

①福祉保健課

福祉保健課は、食生活改善推進員の活動や各種健康相談・健康教育を通じ、「食育」の推進を図り、

村民の健康増進に取り組むものとします。また、乳幼児期から適切な食事の摂り方や望ましい食習慣の

定着を図り、成人期における生活習慣病予防について食事に関して留意することを広く周知し、ライフ

ステージに応じた食に関する取組みを進めます。

②農林振興課

農林振興課は、「食の安全・安心」の確保に向け、国や宮崎県の事業に対して積極的な取組を行うと

ともに「食」に関する情報を的確に提供します。また、本村の豊かな地域資源を活用して子どもを含む

消費者に対して農林漁業体験や都市農村交流を推進するとともに生産者の「食の安全」への取組支援や

消費者が安心して消費できる体系の構築などについて取り組むものとします。

③教育課

教育課は、児童生徒が望ましい食習慣や食に関する自己管理力を身につけ、地域の食材に関心を持っ

て、食への感謝の気持ちを育む食育を推進します。また、生涯学習講座では、保護者と子どもが一緒に

参加できる講座を設け、親子で食を考える機会となる場を提供するとともに、家庭における食育の推進

を図ります。

④地域振興課

地域振興課は、生産者と消費者との交流の場として、豊かな地域資源や郷土料理、特産品を活かした

グリーンツーリズムを推進します。

（２）宮崎県の役割

宮崎県における食育・地産地消の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

（３）学校、寮、児童館等の役割

教育及び保育、介護等の社会福祉、医療及び保健に関する関係機関、団体は、あらゆる機会、場所で

食育を推進するとともに関係者が実施する食育・地産地消推進活動に対して積極的に協力することが求

められます。

（４）農林漁業者等の役割

農林漁業者および農林漁業に関する団体は、農林漁業体験活動を通じて本村の農林漁業に対する理解

促進を図るとともに関係機関と連携して食育・地産地消推進活動を行うことが求められます。

２ 関係者の役割
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第５章 計画の推進にあたって

（５）食品関連業者等の役割

食品の製造、加工、流通、販売を行う事業者や団体は、事業活動を行うに当たって積極的に食育・地

産地消の推進に努めるとともに椎葉村など行政が実施する食育・地産地消関連の施策や活動に協力する

ことが求められます。

（６）椎葉村民の役割

家庭、学校、児童館等、地域など、あらゆる分野において望ましい食生活の実現に努めるとともに村

民一人ひとりが食による健康づくりを実践するなど、食育・地産地消を推進することが求められます。

計画の推進にあたっては、施策を効果的・効率的に推進する観点から、関係部局が中心となって進捗状況の

把握・評価を実施し、適切な進行管理に努めます。

３ 計画の進行管理
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 備考

ほうれん草 夏秋

ミニトマト 夏秋

イチゴ 夏秋

デルフィニウム ﾛｾﾞｯﾄ打破型

トルコギキョウ

スイートピー

南高梅

七草

椎葉牛

椎茸

米

蜂蜜

やまめ

ソバ

山菜

狩猟期間

品目

椎葉村内で生産される主な農林水産物の収穫時期

一番花二番花 三番花


